
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ．９５１ 
２０１５年６月１４日 
電話 ３２８－２６５６ 
FAX ３５９－５０４７ 

熊本市中央区手取本町１-１ 3 階 

下位   

メール：kumamsu@gamma.ocn.ne.jp 
HP：http://www.jcp-kumamoto.com/ 
 

 

６月３日、日本共産党県委員

会は、熊本県に対し、ＴＰＰか

らの早期撤退を国に求めるよう

要請を行いました。 

山本のぶひろ県議をはじめ、

熊本市議団、県下各自治体の共

産党議員が参加し、地域の実情

を訴えました。 

 

ＴＰＰへの参加は、農業分野の

みならず医療や労働など多分野に

深刻な影響を与えます。 

マスコミも、「米の輸入枠５万ト

ン拡大」「豚肉の関税４８２円を５

０円に引き下げ」など、政府が守

るとした重要５品目にまで重要な

影響がでてくると報道していま

す。 

いよいよ交渉は山場を迎えてい

ますが、協定の中身についての具

体的な情報は、国民にも自治体に

も知らされていません。 

対応した県職員からは「情報提供

を行うよう国に対しても強く求め

ていく」との回答でした。情報不足

のなかで、県の農業に与える影響の

シミュレーションもできておらず、

このまま交渉に参加していけば、大

変な事態が予想されます。 

内容の重大さと合わせ、情報非公

開のもとで妥結に至ることは許さ

れません。引き続き、山本県議や国

会とも連携し、ＴＰＰ撤退に向けが

んばりたいと思います。 

 安倍政権が国会に提出し

た安保法制。６月４日の衆議

院憲法調査会において、参考

人の憲法学者３名全員が「法

案は違憲である」と断言をし

ました。 

 また、国会論戦を通じ、①

自衛隊の活動範囲を戦闘地

域にまで広げ武力行使を行

うことができること。②ＩＳ

ＡＦのような治安維持活動

に参加できること。③日本が

直接責められていない場合

でも、アメリカの起こす戦争

に集団的自衛権の名のもと

で参加・協力することなど、

法案の危険性もいよいよ明らかにな

っています。 

 日本共産党市議団は、自衛官をは

じめ市民を戦争に巻き込むような戦

争立法は廃案にと、連日街頭からの

訴えを行っています 

● ６月１７日（水） 午後２時～午後４時 

中央区生活相談所 大江 5-15-20  375-2200 

 ● ６月２４日（水） 午後６時～午後８時 

北区生活相談所 武蔵ヶ丘 1-10-1  338-2001 

● ７月８日（木） 午後１時～午後４時 の予定です 

菜の花法律事務所 江越 1-17-12  322-2600 

◆待ち時間をなくすために予約制にしています。事前にご連絡ください。 

● ７月１６日（木） 午後４時～午後６時 

東区生活相談所 水源 1-14-1  367-9746 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現場の声を尊重し、憲法の理念にかなった教科書の採択を！ 
日本共産党市議会だより 2015年 6月 14日号【№951】 

6月 19日～7月 2日まで、教科書展示会が開かれます 

5月  ①教科書研究員会  【非公開】 
      教科ごとの研究員による調査研究活動が 6 月中旬まで行わ

れ、研究員の代表が選定委員会に報告します。 
    ②第 1回教科書選定委員会  【非公開】 
      学識経験者 3人、学校関係者 3人 
      保護者 3人、教育委員会事務局 4人 
      地域関係諸団体代表 2人        
               合計 15人 
      ＊調査の観点、スケジュールについて 
6月～7月③教科書展示会・・・6月 19日~7月 2日まで左記のとおり 
 
7月   ④第 2回選定委員会  【非公開】 
     ⑤第 3会選定委員会  【非公開】 
     ⑥第 4回選定委員会  【非公開】 
     ⑦第 5回選定委員会  【非公開】  
 
     ⑧臨時教育委員会議 1  7月 29日（水）13：00~17：00 
     ⑨臨時教育委員会議 2  7月 30日（木）13：00~17：00 
8月   ⑩臨時教育委員会議 3  8月 3日（月）13：00~17：00 
     ⑪臨時教育委員会議 4  8月 5日（水）13：00~17：00 
     ⑫臨時教育委員会議 5  8月 11日（火）13：00~15：00 
  ＊臨時教育委員会議は、すべて【公開】です。日時は予定。 

会場は、市役所議会棟 2階・議会運営委員会理事会室 
  ＊8月 11日が、すべての教科書の採択の日です。 
  ＊採択結果・選定委員名簿・研究員名簿・臨時教育委員会の議事録・

資料は、すべて後日、市のHPで公開されます。 

 2015 年は、2016 年度から使用する中学校教科書の採択の年です。 

下記の日程・場所で、教科書見本本の展示が行われます。憲法の理念に

かなった適正な教科書が採択されるように、意見をあげていきましょう。 

それぞれの展示会場に「意見書用紙」が用意してありますので、記入し

て提出してください。どなたでも意見が出せます。 

  （会場）   （時間）   （住所・℡） 
熊本市教育センター 9：00～19：00 

（土・日を除く） 
中央区千葉城町 2－35 
℡ 359－3200 

熊大教育学部付属小 10：00～17：00 
（土・日を除く） 

中央区京町本丁 5－12 
℡ 356－2492 

県立熊本ろう学校 10：00～16：55 
（土・日を除く） 

東区東町 3－14－2 
℡ 368－2135 

県立図書館 9：00～19：00（平日） 

9：30～17：15（土日） 

（13日と30日は休館日） 

中央区出水 2－5－1 
℡ 384－5000 

幸田公民館 9：00～20：00 
（月曜は休館日） 

南区幸田 2－4－1 
℡ 379－0211 

西部公民館 9：00～20：00 
（月曜は休館日） 

西区小島 2－7－1 
℡ 329－7205 

龍田公民館 9：00～20：00 
（月曜は休館日） 

北区龍田弓削 1－1－10 
℡ 339－3322 

植木公民館 8：30～20：00 
（月曜は休館日） 

北区植木町岩野 238－1 
℡ 272－6906 

火の君文化センター 9：00～20：00 
（月曜は休館日） 

南区城南町舞原 394－1 
℡ 0964－28－1800 

 
 
 

今回の中学校教科書採択の流れ・・・・教育委員会議の傍聴を！ 

 


